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高すぎる国民健康保険料の引き下げ等を求める請願書 

２０２３年 ２月  日 

千葉県議会議長 佐野 彰 様 

社会保障推進千葉県協議会 

  会長 鈴木徳男  
 

千葉市中央区長洲 1-10-8 

自治体福祉センター３階 

電話   043-225-6790 

Ｆａｘ  043-221-0138 

  紹介議員  

 

 

 

【請願趣旨】 
 

３年に及ぶ新型コロナの感染拡大、そして異常な物価高と上がらない賃金、医療・介護などの

負担増により、県民の暮らしは深刻な打撃を被っています。とりわけ、国民健康保険制度におい

ては、加入者の８割近くを占める非正規労働者や年金生活者、そして自営業者、農林水産業者な

ど、低所得者と高齢者が多く、加入者に苦難をもたらしてきました。 

 また、加入者の負担能力を超えた高い保険料による滞納や、多額の窓口負担で受診をためらい、

あきらめ、手遅れになる事態も生じています。 

今後、市町村の「法定外繰入」がさらに「解消・削減」されれば、県の示す「標準保険料」に

沿った引き上げが考えられます。 

 コロナ感染拡大の下、当初は、国により加入者の保険料を軽減するなどの施策が行われ、保険

料の収納率も一定改善されましたが、３年を経るなかで、減免制度の縮小などもあり、コロナ禍

での加入者の実態に応じた施策が求められています。 

 高すぎる保険料を引き下げるために、国は全国知事会が要望した一兆円の国庫負担の増額を行

うことが必要です。これにより、保険料の「応益割」（平等割・均等割）を廃止でき、「協会け

んぽ」と同等の保険料に引き下げることができます。 

 国民健康保険制度は戦前の「相互扶助」制度から、戦後は社会保障制度として、国が財政的責

任を負い、運営は加入者の実態をもっともわかっている自治体が担う制度へと転換をしました。  

 加入者のくらしと働き方、健康の実態や滞納者の実情などにふさわしい社会保障制度としての

国民健康保険制度にしていくことが緊急かつ切実に求められています。 

以上の趣旨により、下記事項について請願いたします。 

   

【請願項目】 
 

 １. 県として下記のことを実施してください。  
 

(１) 一般会計からの繰り入れで高すぎる国民健康保険料を引き下げること。 

(２) 法定外繰り入れなど、市町村独自の加入者負担軽減策を認めること。 

(３） 国民健康保険加入者の実態調査を行うこと。 

                                      以上 
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も
蜜
蔵
相
毯
時
節
e
暴
言
悟
(
こ

(
※
e
.
暮
雪
二
田
よ
こ
i
　
盲
三
脚
　
∴
∴
他
癖
整
　
合
=
醒
ま
∴
∴
…
譜
等
…
騒
閏
辞
辰
速
成
邁

。
吏
」
攫
猟
的
哩
謡
局
轍
鮒
漆
」

謀
り
ー
束
古
住
や
.
倉
吏
ゆ
ト
)
穀
的
刈
り
の
小
味
十
り
~
涛
晒
董
焚
鎧
蝶
3
重
り
~
細
説
り
一
拍
描
似
寮
雄
図

堤
雌
的
圃
恕
屍
騒
削
蒲
.
I
㍗
地
籍
心
配
総
の
巧
ロ
ー
幽
謡
曲
轟
(
∽
)

。
鼻
鳩
山
e
尊
裳
転
社
e
朕
鵜
硬
球

(
里
心
∵
ぺ
駅
)
童
歌
的
柑
漬
鎧
壁
掛
腿
の
重
り
-
(
蔚
胡

乱
.
稀
称
呼
′
弱
駈
悔
)
館
代
の
　
」
頓
軸
的
斑
憲
皆
を
蛾
蛋
撤
ゆ
捲
り
萩
的
営
墜
e
刃
"
安
富
や
(
S
)

硬
球
的
騒
鳴
軍
馬
e
刈
り
妾
互
恒
′
⊃
余
録
9
重
り
轟
縄
控
桂
青
虫
蒸
紳
徳
雄
鱒
e
定
吉
悟
(
寸
)

捜
課
的
馳
轄
庵
騨
鰍
涛
.
東
部
韓
的
駒
鋪
ゆ
重
り
高
温
型
霹
(
∽
)

饉
却
的
鯛
蕪
霹
駄
芯
や
敵
軍
ゆ
ト
馳
拡
農
耕
蟻
・
圃
(
N
)

丑
鯨
的
睡
邸
′
⊃
病
婆
的
曲
屯
純
鎧
鞋
e
蛙
相
喋
り
も
豆
的
志
謀
e
紳
轟
粗
壁
嘩
蝉
(
H
)

舶
来
咄
駄
e
備
車
馬
○

(
讐
.
e
　
)
田
責
.
①
<
　
盲
e
　
　
　
破
獄
裟
∴
介
　
田
-
品
.
①
∴
∴
盤
邸
望
…
　
僻
嬬
霞
駄
芯

(
採
㌻
董
)
日
量
・
〇
二
∴
電
車
〇
第
N
　
悩
旗
漫
∴
介
∴
正
二
∞
喜
郎
　
同
球
茎
∴
∴
∴
∴
∴
創
芸

。
畏
∩
虻
的
地
獄
的
い
嘲
り
~
蟻
噂
〇
回
.
控
レ
イ
→
∩
り
-
撤
蜜

。
艮
∩
鳥
健
的
p
脊
匿
鵬
e
倒
僻
露
盤
疲
話
芸
-
織
り
ー
他
概

倒
立
壱
謡
暮
せ
聖
母
推
.
食
良
薬
」
刈
り
り
ゆ
ト
鳴
り
転
事
態
饉
輩
e
馳
甘
寸
居
直
騎
相
的
補
償
罷
蠍
茄

.
咲
糎
e
鱒
璃
e
山
東
昌
博
.
小
′
食
刈
り
博
一
→
ト
⊃
民
靖
も
巧
般
昨
衰
鍬
車
線
鎧
堆
e
働
廿
寸
烏
ゆ

壁
掛
的
鯛
駕
罷
鳩
林
を
敵
前
ゆ
ふ
剖
瓜
志
的
蛾
・
圃
(
乙
)

川
口
‖
情
景
∴
丑
巨
忙

ロ
ー
脚
線
的
掛
琵
鎧
理
財
鰭

悼
辞
e
勝
訴
徳
雄
馳
駆

慢
芯
e
倒
竜
馬
㊤

(
深
雪
昌
一
)
国
語
二
L
-
十
一
日
宣
言
毛
∴
輿
歌
登
　
小
=
田
富
∞
.
ま
∽
‥
畢
球
茎
…
　
　
　
　
匿
轍

。
良
い
堪
り
隠
密
塑
(
電
車
器
描
怠
十

事
理
蒋
盟
蕃
競
蓋
謁
十
台
鞘
的
)
匿
割
る
畏
訊
く
「
.
合
皮
(
※
?
∽
二
回
)
良
治
堅
>
同
者
転
倒

蝉
盟
雅
語
憲
恐
・
‖
奇
刈
り
的
ト
(
※
干
害
一
重
地
相
軽
重
瞭
「
衰
劇
車
悠
徳
雄
⇒
畏
訓
Y
「

。
畏
」
も
態
Y
窒
∞
.
塞
9
巧
馳
せ
豊
.
S
長
山
く
誓
い
.
暮
雪
一
理
蒸
抽
饉
時
節

彊
猫
的
匿
級
.
⊃
南
緯
的
徹
せ
恕
徳
雄
e
牽
制
球
ロ
ー
刃
や
博
詰
謀
e
紺
薮
神
澄
雄
瑳
(
こ

(
9
良
知
く
【
蜂
擬
似
)
<
爵
沌
e
胱
塊
他
誌
>

。
小
姑
的
般
購
い
∩
詰
り
ー
ミ
ー
ミ
畏
青
柳
鵬
伽
レ
馳
同
線
軽
e
心
電
富
悟
′
十
二
∩
艮
羽
車
環

的
ぐ
小
曲
郎
脊
事
冒
悼
′
耳
I
〔
e
騎
舗
壕
榔
滴
り
重
職
踏
惑
e
毯
壁
堪
鎧
出
回
e
悩
廿
の
足
や
.
控
蟻。良い

薫
り
封
じ
小
輿
的
世
孤
e
卸
間
恵
姦
策
蟻
畦
糟
騎
.
壁
重
科
芯
悩
轟
嘩
圃
吏
露
台
に
口
重
甘
霊
徳
計

郎
嬰
e
倒
せ
寵
○

〔柑鮒〕
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所得階層別の国民健康保険料未納状況(現年度分)

(令和4年3月末現在) 

所得区分  調定   未納      イ 
世帯数  世帯分布  世帯数 (A)  世帯分布  金額(B)  世帯平均 (B/A)・  金額分布 

0円  世帯  %  世帯  %  “円 45.227.170  円  ◆● 3.6 47.616  15.7  3.703  宣6,3   12.214   7、8 7・` ?.千 早7 5.8 年.q 2.之 7I 7タ 

100万円以下  65,603  21.6  5.002  22.0  120.249.672  24,040  9.6 

200万円以下  63,872  20.9  6.012  26.5  392.505,021  65.287  31.3 

300万円以下  34.441  11.3  2,651  11.7  267.735.148  100.994  21.4 

400万円以下  15.365  5.1  891  3.9  116.988.626  131,300  9.3 

500万円以下  7.639  2.5  374  1.6  59.799.439  159.892  4.8 

500万円超  18.282  6,0  407  1.8  97.698,738  240,046  7.8 

所得不明  51.428  16.9  3,671  16.2  153.111,730  41,708  12.2 

合計  304.246  100.0  22,711  100.0  1.253,315,544  55.185  100.0 

※未納世帯数には無資格世帯を含む

坤○○神都め0桐は了へ着直ヾ・-誌。 。

簿へ鮎卜世棚纏精巧も轟、、積。

第６回国保部会資料10



議会と自治体第298号(2023 2)

党
政
策
委
員
会
谷
本
　
諭

党
自
治
体
局
地
方
議
員
相
談
員
岩
田
康
男

全
商
連
常
任
理
事
牧
　
仲
人

党
埼
玉
県
議
団
事
務
局
長
馬
場
民
子

国
民
健
康
保
険
(
国
保
)
と
は
ど
ん
な
制
度

で
す
か
?

な
ぜ
、
国
保
料
(
税
)
の
値
上
げ
が
地
方
政

治
の
大
問
題
と
な
る
の
で
す
か
2

A
高
す
ぎ
る
国
保
料
(
税
)
が
住
民
の
命
と

く
ら
し
を
一
脅
か
す

共
同
で
運
営
す
る
「
市
町
村
国
保
」
と
、
建
設
国

保
、
理
容
師
国
保
な
ど
各
業
界
に
よ
る
「
組
合
国

保
」
が
あ
り
ま
す
。
保
険
料
値
上
げ
が
地
方
政
治
の

大
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
市
町
村
国
保
で
、
本
稿

で
は
市
町
村
国
保
に
つ
い
て
の
べ
ま
す
(
以
後
は

「
国
保
」
と
記
述
)
。

態
々
だ
れ
も
が
一
度
は
お
世
話
に
な
る
医
療
保
険
ク

日
本
の
公
的
医
療
制
度
で
は
、
会
社
員
・
公
務
員

と
そ
の
扶
養
家
族
は
、
協
会
け
ん
ぽ
・
組
合
健
保
・

共
済
組
合
な
ど
の
被
用
者
健
康
保
険
(
以
後
は
「
健

保
」
と
記
述
)
　
に
加
入
し
て
医
療
を
受
け
ま
す
。
七

十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
と
六
十
五
~
七
十
四
歳
の
障

国
民
健
康
保
険
に
は
、
市
町
村
と
都
道
府
県
と
が
　
害
者
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
せ
ら
れ

ま
す
。
国
保
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
入
ら
な
い
、
す

べ
て
の
国
民
の
た
め
の
医
療
制
度
で
す
。

現
役
時
代
は
健
保
に
入
っ
て
い
た
人
も
、
年
金
生

活
者
に
な
る
と
多
く
は
国
保
に
加
入
し
ま
す
。
国
保

は
ヶ
だ
れ
も
が
一
度
は
お
世
話
に
な
る
医
療
保
険
ク

で
あ
り
、
国
民
皆
保
険
を
土
台
か
ら
支
え
る
制
度
と

い
え
ま
す
。
現
時
点
の
被
保
険
者
数
は
二
千
六
百
万

人
で
す
。

綴
保
険
料
は
市
町
村
ご
と
に
決
定

国
保
の
保
険
料
は
市
町
村
ご
と
に
決
め
ら
れ
、

「
国
民
健
康
保
険
料
」
ま
た
は
「
国
民
健
康
保
険

税
」
と
し
て
、
世
帯
単
位
で
徴
収
さ
れ
ま
す
(
注

1
)
。
こ
の
国
保
料
が
南
す
ぎ
て
払
え
な
い
こ
と
　
1
 
9
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[Q&A特集]

表1 2022年度の吾都市の国保料と均等割・平等割をなくした後の額

共産党が提案する均等割・平等割(世帯割)の廃止が実現すれば、保険
料(税)は大幅に下がり、協会けんばの保険料並みになる。

●給与年収400万円・4人世帯(30哉代の夫婦十小学生2人)の負担額

〔22年度国保料〕  〔協会けんぼ保険料 ・本人分〕  〔党提案の実現後〕 

札幌市  4〇万9〇〇円  20万7,8〇〇円  26万9.10〇円 

東京都新宿区  44万1.1〇〇円  19万6,2〇〇円  22万9,2〇〇円 

大阪市  45万2〇〇円  20万4.4〇〇円  26万7.〇〇〇円 

福岡市  38万1,3〇〇円  2〇万4,2〇〇円  23万1,3〇〇円 

3捌珊-q舶00謹警務葦謂

、
各
地
で
大
問
題

な
っ
て
い
ま
す
。

(
注
1
)
　
国
保

の
　
保
険
料
を

「
料
」
「
税
」
ど
ち

ら
の
形
で
徴
収
す

る
の
か
は
市
町
村

が
決
め
ま
す
。

「
料
」
　
と
「
税
」

で
は
、
根
拠
と
な

る
法
令
、
額
の
改

定
方
法
(
「
税
」

は
議
会
で
条
例
改

定
が
必
要
)
、
滞

納
し
た
場
合
の
時

効
年
数
(
「
料
」

は
二
年
、
「
税
」

は
五
年
)
　
な
ど
に
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
な

仕
組
み
は
同
じ
で
す
。

畷
同
じ
年
収
・
世
帯
構
成
で
保
険
料
が
二
倍
の
場
合

もた
と
え
ば
、
「
健
保
非
適
用
」
　
の
職
場
に
勤
め
る

給
与
年
収
四
百
万
円
(
給
与
所
得
控
除
を
差
し
引
い

た
後
の
所
得
二
百
七
十
六
万
円
)
　
の
夫
と
無
所
得
の

妻
(
と
も
に
三
十
歳
代
)
　
に
、
小
学
生
の
子
ど
も
が

二
人
い
る
四
人
世
帯
(
国
保
加
入
)
　
の
場
合
、
二
〇

二
二
年
度
の
国
保
料
(
年
額
)
　
は
、
札
幌
市
、
東
京

都
新
宿
区
、
大
阪
市
、
福
岡
市
で
三
十
八
~
四
十
五

万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
(
表
1
参
照
)
。

同
じ
世
帯
が
、
中
小
企
業
の
労
働
者
が
加
入
す
る

被
用
者
保
険
=
協
会
け
ん
ほ
に
加
入
し
て
い
た
場

合
、
保
険
料
は
労
使
折
半
と
な
っ
て
本
人
負
担
は
十

九
~
二
十
万
円
台
で
す
か
ら
(
表
1
参
照
)
、
国
保

料
の
高
さ
は
明
瞭
で
す
。
同
じ
年
収
・
家
族
構
成
の

世
帯
が
、
加
入
す
る
医
療
保
険
が
違
う
だ
け
で
保
険

料
負
担
が
二
倍
前
後
違
う
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
、

制
度
間
の
格
差
・
不
公
平
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

畷
二
百
万
世
帯
(
二
一
%
)
が
滞
納
、
保
険
証
取
り

上
げ
等
ペ
ナ
ル
テ
ィ
で
深
刻
な
事
態
も

こ
の
高
す
ぎ
る
国
保
料
(
税
)
を
払
い
き
れ
な
い

滞
納
は
、
二
〇
二
一
年
六
月
時
点
で
二
百
八
万
世

帯
、
全
加
入
世
帯
の
一
二
%
に
の
ぼ
り
ま
す
。
国
保

に
は
、
低
所
得
世
帯
の
保
険
料
(
税
)
を
減
額
す
る

法
定
軽
減
制
度
(
七
割
・
五
割
・
二
割
)
　
の
仕
組
み

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
え
で
こ
れ
だ
け
の
滞
納
が

生
じ
て
い
る
事
態
は
深
刻
で
す
。

国
保
に
は
、
滞
納
世
帯
か
ら
正
規
の
保
険
証
を
取

り
上
げ
、
「
三
カ
月
」
「
一
カ
月
」
な
ど
に
期
限
を
区

切
っ
た
短
期
保
険
証
や
、
医
療
機
関
の
窓
口
で
医
療

費
の
全
額
を
支
払
わ
せ
る
資
格
証
明
書
に
置
き
換
え

る
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ
の
仕
組
み
が
あ
り
ま
す
が
、
二
一

年
六
月
時
点
で
、
短
期
保
険
証
は
四
七
・
七
万
世

帯
、
資
格
証
明
書
は
九
・
九
万
世
帯
で
す
。

そ
う
し
た
な
か
、
正
規
の
保
険
証
を
取
り
上
げ
ら

れ
た
り
、
無
保
険
に
な
っ
た
人
が
、
受
診
遅
れ
の
た

め
に
死
亡
し
た
事
例
が
、
全
日
本
民
医
道
の
加
盟
医
　
2
0

療
機
関
だ
け
で
も
一
年
に
四
十
五
人
に
の
ぼ
る
な

ど
、
深
刻
な
事
態
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
(
二
〇
二
一

年
調
査
)
。

高
す
ぎ
る
国
保
料
(
税
)
は
、
ま
さ
に
、
住
民
の
く

ら
し
と
命
を
脅
か
す
重
大
問
題
で
す
。
そ
れ
は
、
格

差
と
貧
困
を
ま
す
ま
す
深
刻
に
す
る
重
大
要
因
に
も

な
っ
て
お
り
、
こ
れ
以
上
の
放
置
は
で
き
ま
せ
ん
。

な
ぜ
、
国
保
料
(
税
)
高
騰
が
続
く
の
か
?

国
保
料
(
税
)
　
の
高
騰
を
招
い
た
大
き
な
要
因

は
、
〃
国
の
予
算
削
減
ク
と
ヶ
加
入
者
の
貧
困
化
・

高
齢
化
・
重
症
化
〃
で
す
。

懸
自
民
党
政
権
に
よ
る
国
庫
負
担
削
減

今
の
国
保
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
一
九
六
一

年
で
す
が
、
当
時
、
首
相
の
諮
問
機
関
だ
っ
た
社
会

保
障
制
度
審
議
会
は
、
零
細
業
者
、
旦
雇
い
労
働

者
、
無
職
者
な
ど
低
所
得
の
被
保
険
者
が
多
く
、
保

険
料
に
事
業
主
負
担
が
な
い
国
保
を
運
営
す
る
に
は

「
相
当
額
」
の
国
庫
負
担
を
投
入
し
、
保
険
料
を
低

く
抑
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
立
場
を
明
確
に
打

ち
出
し
て
い
ま
し
た
。

「
国
民
健
康
保
険
は
、
被
保
険
者
に
低
所
得
者
が

第６回国保部会資料12
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め
の
繰
入
は
ク
続
け
て
い
い
繰
入
〃
と
な
る
の
で

す。

コ
ロ
ナ
危
機
と
物
価
高
勝
で
苦
境
に
あ
え
ぐ
国
民

が
急
増
す
る
な
か
、
条
例
減
免
の
仕
組
み
を
活
用

し
、
子
ど
も
の
均
等
割
の
独
自
減
免
、
子
育
て
世

帯
、
ひ
と
り
親
世
帯
、
生
活
困
窮
世
帯
、
障
害
者
・

児
の
い
る
世
帯
な
ど
の
国
保
料
(
税
)
減
免
を
お
こ

な
っ
て
い
く
こ
と
は
、
い
よ
い
よ
重
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。二

二
年
七
月
厚
労
省
「
事
務
連
絡
」
に

つ
い
て

子
ど
も
の
均
等
割
の
減
免
を
め
ぐ
り
、
こ
の
間
、

二
二
年
七
月
に
厚
労
省
が
出
し
た
「
事
務
連
絡
」

が
、
一
部
の
自
治
体
で
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

条
例
減
免
の
た
め
の
繰
入
が
「
赤
字
」
に
区
分
さ

れ
な
い
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
す
。
し
か
し
、

厚
労
省
が
七
月
に
発
出
し
た
「
未
就
学
児
の
均
等
割

保
険
料
(
税
)
　
の
減
免
措
置
に
係
る
考
え
方
に
つ
い

て
」
(
令
和
四
年
七
月
二
十
五
日
、
厚
生
労
働
省
保

険
局
国
民
健
康
保
険
課
長
)
と
題
す
る
「
事
務
連

絡
」
は
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
と
読
め
る
文
言
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

畷
国
基
準
は
変
更
で
き
な
い
が
、
公
費
輔
助
は
可
能

「
事
務
連
絡
」
は
、
二
二
年
度
か
ら
国
が
実
施
し

た
未
就
学
児
の
均
等
割
の
半
減
措
置
に
、
自
治
体
が

施
策
を
ク
上
乗
せ
〃
し
、
さ
ら
な
る
減
額
や
免
除
を

で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
Q
&
A
方
式
で
厚
労

省
の
見
解
を
示
し
た
も
の
で
す
。
問
題
と
な
っ
た
の

は
、
「
間
4
」
「
間
5
」
「
間
6
」
で
し
た
。

「
間
4
」
で
は
、
〃
自
治
体
が
子
ど
も
の
均
等
割
の

額
を
算
定
・
賦
課
す
る
際
に
、
独
自
に
軽
減
対
象
を

拡
大
し
た
り
、
軽
減
額
を
拡
充
し
た
り
す
る
条
例
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
?
ク
と
い
う
設
問
に
、
厚

労
省
が
そ
う
い
う
条
例
は
定
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

た
し
か
に
、
国
が
定
め
る
算
定
・
賦
課
の
基
準

を
、
自
治
体
が
条
例
で
変
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
国
の
基
準
に
も
と
づ
い
て
各
世
帯
の

国
保
料
(
税
)
を
算
定
・
賦
課
し
た
う
え
で
、
そ
の

一
部
ま
た
は
全
部
に
あ
た
る
額
を
、
自
治
体
が
公
費

で
補
助
し
、
実
質
的
な
独
自
軽
減
を
お
こ
な
う
こ
と

は
可
能
で
す
。

た
と
え
ば
、
Q
3
で
も
紹
介
し
た
仙
台
市
で
は
、

す
べ
て
の
国
保
世
帯
の
子
ど
も
(
十
八
歳
未
満
)
　
の

均
等
割
を
所
得
制
限
な
し
で
三
割
減
額
す
る
施
策
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
ま
ず
国
基
準

に
も
と
づ
い
て
均
等
割
を
賦
課
し
た
後
に
、
「
子
ど

も
の
均
等
割
額
×
三
割
」
　
に
あ
た
る
公
費
を
、
市
が

補
助
す
る
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
結
果
、
国
基
準
で
は
減
額
と
な
ら
な
い
子
ど

も
の
均
等
割
は
、
公
費
補
助
に
よ
っ
て
実
質
的
に
三

割
減
額
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
国
基
準
で
半
額
に
軽

減
さ
れ
た
子
ど
も
の
場
合
は
、
均
等
割
が
実
質
的
に
　
3
6

八
割
減
額
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
低
所
得
世
帯
へ

の
法
定
軽
減
が
適
用
さ
れ
、
均
等
割
・
平
等
割
が
七

割
減
額
と
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
子
ど
も
の
場
合
は
、

均
等
割
は
実
質
ゼ
ロ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
問
4
」
の
回
答
文
は
、
あ
た
か
も
、
子
ど
も
の

均
等
割
の
ヶ
上
乗
せ
〃
軽
減
は
で
き
な
い
か
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
は
、
国
基
準
に
も

と
づ
く
算
定
・
賦
課
を
お
こ
な
っ
た
後
で
公
費
を
入

れ
る
と
い
う
形
で
、
独
自
軽
減
を
お
こ
な
う
こ
と
は

可
能
で
す
。

欝
条
例
減
免
(
七
十
七
条
減
免
)
は
自
治
体
の
裁
量

「
間
5
」
は
、
国
保
法
七
十
七
条
に
も
と
づ
〈
条

例
減
免
に
つ
い
て
の
問
答
で
す
。

雪

均

笥

Y

訓

寿

詞

川

対

圏
画
面
図
醒
醒
国
囲
囲
閉
園
囲
囲
図
面
岡
日
田

は
法
律
違
反
に
な
ら
な
い
か
i
γ
〃

と
い
う
問
い
に
、

厚
労
省
は
「
明
確
に
法
律
違
反
と
は
言
え
な
い
も
の

の
、
適
切
で
は
な
い
と
　
え
で
同
封
」
と
答
え
て
い

ま
す
。高

閣
四
国
間
園
田
回
田
囲
い
田
園
図
書
園
田
圃

署

週

劃

す

ー
薯
間
引
討
せ
ん
。
先
述
の
と

お

り

、

曇

裁

l

封

割

尉

樹

結
締
掴
網
棚
∴
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割

風

量

フ

。

厚
労
省
が
「
法
令
違
反
と
は
言
え
な
い
」
と
明
記

し
て
い
る
と
お
り
、
割
淘
倒
曇
千
川
摺
馴
靭

困
詰
問
嶋
田
　
話
題
田
園
圃
田
圃
四
囲
閉
園
四
国
扇
閏

四
囲
閉
園
国
四
囲
閲
圃
容
痢
醤
開
園
諸
国
自
国
日
面

尋
則
苦
悶
選
炭
し
な
い
i
こ
れ
が

本
当
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

欝
均
等
割
減
免
へ
の
妨
害
と
圧
力
を
は
ね
返
す

一
部
の
自
治
体
当
局
に
波
紋
を
呼
ん
だ
の
が
、

「
間
6
」
で
し
た
。

こ
こ
で
厚
労
省
は
、
「
間
4
」
「
間
5
」
　
の
趣
旨
を

再
度
繰
り
返
し
た
う
え
で
、
「
画
一
的
基
準
」
に
も

と
づ
い
て
国
保
料
(
税
)
を
「
軽
減
」
す
る
た
め
に

行
っ
た
繰
入
は
、
「
削
減
・
解
消
す
る
べ
き
赤
字
」

「
決
算
補
填
等
目
的
の
法
定
外
繰
入
」
と
扱
わ
れ
る

と
書
い
て
い
ま
す
。

「
問
4
」
　
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
国
保
料

(
税
)
　
を
算
定
・
賦
課
し
た
後
に
公
費
補
助
を
お
こ

な
う
形
で
自
治
体
独
自
の
「
軽
減
」
を
実
施
す
る
こ

と
は
可
能
で
す
が
、
た
し
か
に
、
そ
の
場
合
の
繰
入

は
、
今
の
厚
労
省
の
区
分
で
は
「
赤
字
」
と
な
っ
て

し
ま
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
「
間
5
」
　
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、

副

署

薯

す

。

に
も
か
か
ら
ず
、
「
問
6
」
　
で
は
、
国
保
法
七
十

七
条
に
も
と
づ
か
な
い
　
「
軽
減
」
　
に
か
か
わ
る
話

と
、
七
十
七
条
に
も
と
づ
く
「
減
免
」
に
か
か
わ
る

話
が
、
混
然
一
体
の
文
章
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
、

あ
た
か
も
、
七
十
七
条
に
も
と
づ
く
条
例
減
免
の
繰

入
ま
で
、
「
赤
字
」
と
な
る
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う

の
で
す
。

こ
の
「
事
務
連
絡
」
　
の
せ
い
で
誤
っ
た
解
釈
を
す

る
自
治
体
が
出
て
い
る
、
と
の
通
報
を
受
け
、
八

月
、
党
国
会
議
員
団
が
厚
労
省
に
問
い
合
わ
せ
ま
し

た。

く
減
免
」
に
充
て
る
た
め
の
「
法
定
外
繰
入
」
は
、

「
削
減
、
解
消
す
べ
き
赤
字
に
は
該
当
せ
ず
、
『
決
算

補
填
等
目
的
以
外
の

一
般
会
計
繰
入
』
と
整
理
し
て

と
明
詞
u
相
堅
甲
(
令
和
四
年
十
二
月
十

四
日
付
、
田
村
智
子
参
議
院
議
員
事
務
所
へ
の
回

書

。

姑
息
な
妨
害
と
圧
力
を
は
ね
返
し
、
子
ど
も
の
均

等
割
の
軽
減
・
減
免
を
進
め
る
た
め
に
、
党
が
先
頭

に
立
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

(
党
政
策
委
員
会
・
谷
本
　
論
)

そ
れ
に
対
し
、
国
民
健
康
保
険
課
の
担
当
者
は
、

「
繰
入
の
整
理
は
従
来
と
同
じ
で
す
」
、
「
『
事
務
連

絡
』
　
で
『
赤
字
』
と
し
て
い
る
の
は
『
軽
減
』
　
(
七

十
七
条
に
も
と
づ
か
な
い
独
自
軽
減
)
　
の
た
め
の
繰

入
で
、
『
減
免
』
　
(
七
十
七
条
に
も
と
づ
く
条
例
減

免
)
　
の
た
め
の
繰
入
を
『
赤
字
』
と
扱
う
、
と
は
書

「
都
道
府
県
化
」
の
も
と
で
の
都
道
府
県
に
対

す
る
改
善
運
動
の
経
験
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

A

て
い
ま
せ
ん
」

な
ど
と
釈
明
し
ま
し
た
。

わ
ざ
わ
ざ
、
紛
ら
わ
し
い
文
章
の
「
事
務
連
絡
」

を
発
出
し
た
、
政
府
の
意
図
は
明
ら
か
で
す
。
自
治

体
関
係
者
の
誤
解
を
招
く
よ
う
な
文
章
を
あ
え
て
示

す
こ
と
で
、
均
等
割
の
独
自
軽
減
・
減
免
に
ブ
レ
ー

キ
を
か
け
る
I
-
ま
さ
に
、
地
方
自
治
破
壊
の
や
り

方
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

聾

げ

、

風

っ

国
保
制
度
改
善
を
求
め
る
党
埼
玉
県
議
団

の
た
た
か
い

矧
各
は
、

党
埼
玉
県
議
団
が
と
り
く
ん
で
き
た
「
医
療
費
負

担
を
な
く
せ
!
払
え
る
国
保
保
険
税
額
に
!
」
の
こ

の
四
年
間
の
た
た
か
い
に
つ
い
て
報
告
し
ま
す
。

党
県
議
団
は
、
二
〇
一
九
年
四
月
の
統
一
地
方
選

挙
で
五
人
か
ら
六
人
に
躍
進
し
ま
し
た
が
、
都
道
府
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令和４年 12月 14 日 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

 

 

 令和４年 12 月７日付けで御照会の「国民健康保険に係る質問書」について、

下記のとおり回答いたします。 

 

 

１ 保険者の政策として一律に保険料の負担軽減を図る場合、国保財政の健全

な財政運営のため、その財源は保険料や制度化された公費によって賄われる

べきものであることから、子育て世帯の保険料（税）を画一的な基準で軽減す

るための法定外繰入については、計画的に削減・解消すべき赤字として「決算

補填等目的の一般会計繰入」と位置づけています。 

一方、御指摘の国民健康保険法第七十七条に基づく減免は、被保険者の個

別の事情に応じて実施するものであり、一律に保険料の負担軽減を図るため

のものではないことから、当該減免額に充てるための一般会計繰入は、削

減、解消すべき赤字には該当せず、「決算補填等目的以外の一般会計繰入」と

整理しています。 

 

２ 明確な法令違反とは言えませんが、保険料減免の仕組みは、保険者が個々の

事情を勘案して行うものであり、あらかじめ画一的な基準を設けて減免を行

うことは適切ではありません。 

 

３ 国民健康保険法第七十七条に基づく条例に関しては、国民健康保険条例参

考例において、減免の基準を示しています。 
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事 務 連 絡 

令和５年２月 10 日 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部） 

総務主管部（局） 

国民健康保険税主管課（部） 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

総務省自治税務局市町村税課 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る 

国民健康保険料（税）の減免に対する財政支援の取扱いについて 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国

民健康保険料（税）（以下「保険料（税）」という。）の減免については、「新

型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健

康保険料（税）の減免等について」（令和４年３月 14 日付け事務連絡。以下「令

和４年３月 14日事務連絡」という。）、「新型コロナウイルス感染症の影響に

より収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料（税）の減免等に係る財政

支援の拡充について」（令和４年 11 月９日付け事務連絡）等に基づき、財政支

援を行っているところですが、今般、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上

の位置づけの変更等に関する対応方針について」（令和５年１月 27 日新型コロ

ナウイルス感染症対策本部決定）において、令和５年５月８日から、新型コロナ

ウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律（平成 10年法律第 114 号）上の新型インフルエンザ等感染症に該当しな

いものとし、５類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、令和４年度

相当分の保険料（税）までで財政支援を終了することとします。 

都道府県におかれましては、令和５年度以降における取扱いについて、下記内

容を御了知の上、貴管内の保険者への周知等よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

過去財政支援の対象となった令和元年度～令和４年度相当分保険料（税）の取扱

いについて 

１ 以下に示す減免を行った場合については、令和５年度特別調整交付（補助）

金の交付対象とする予定である。令和５年度特別調整交付（補助）金の交付

基準は追って通知する。なお、本件減免については、令和６年度以降の特別

御中  
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調整交付（補助）金の交付対象とはならないので留意されたい。 

 

（市町村） 

（１）令和４年３月 14 日事務連絡別紙１の基準に該当する被保険者に対し

て、令和４年度分の保険料（税）であって、令和５年１月１日から令和５

年３月 31日までの間に普通徴収の納期限（特別徴収の場合にあっては特

別徴収対象年金給付の支払日。）が到来する保険料（税）の減免を行った

場合は、その 10 分の 10 に相当する額を、令和５年度の特別調整交付金

により財政支援する予定であること。 

（２）令和４年３月 14 日事務連絡 別紙１の基準に該当する被保険者に係る

令和４年度相当分の保険料（税）額であって、令和４年度末に資格を取得

したこと等により令和５年４月以後に普通徴収の納期限が到来するもの

については、その 10 分の 10 に相当する額を、令和５年度の特別調整交

付金により財政支援する予定であること。 

（３）「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等

に係る国民健康保険料（税）の減免に対する財政支援の基準について」（令

和２年５月１日付け保国発 0501 第１号厚生労働省保険局国民健康保険課

長通知）、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保

険者等に係る国民健康保険料（税）の減免等について」（令和３年６月２

日付け事務連絡）又は令和４年３月 14 日事務連絡に基づき、令和元年度

相当分、令和２年度相当分、令和３年度相当分又は令和４年度相当分の保

険料（税）の減免を行った場合であって、当該減免額について、令和２年

度、令和３年度又は令和４年度の国民健康保険災害等臨時特例補助金又

は特別調整交付金により財政支援を受けていない場合は、その 10分の 10

に相当する額を、令和５年度の特別調整交付金により財政支援する予定

であること。 

 

（国保組合） 

（１）令和４年３月 14 日事務連絡 別紙２の基準に該当する被保険者に対し

て、令和４年度分の保険料であって、令和５年１月１日から令和５年３月

31 日までの間に納期限が到来する保険料の減免を行った場合は、その 10

分の 10 に相当する額を、令和５年度の特別調整補助金により財政支援す

る予定であること。 

（２）令和４年３月 14 日事務連絡 別紙２の基準に該当する被保険者に係る

令和４年度相当分の保険料額であって、令和４年度末に資格を取得した

こと等により令和５年４月以後に納期限が到来するものについては、そ

の 10 分の 10 に相当する額を、令和５年度の特別調整補助金により財政
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支援する予定であること。 

（３）「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等

に係る国民健康保険料（税）の減免に対する財政支援の基準について」（令

和２年５月１日付け保国発 0501 第１号厚生労働省保険局国民健康保険課

長通知）、「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保

険者等に係る国民健康保険料（税）の減免等について」（令和３年６月２

日付け事務連絡）又は令和４年３月 14 日事務連絡に基づき、令和元年度

相当分、令和２年度相当分、令和３年度相当分又は令和４年度相当分の保

険料の減免を行った場合であって、当該減免額について、令和２年度、令

和３年度又は令和４年度の国民健康保険組合災害等臨時特例補助金又は

特別調整補助金により財政支援を受けていない場合は、その 10 分の 10に

相当する額を、令和５年度の特別調整補助金により財政支援する予定で

あること。 

 

２ 減免対象期間中に既に徴収した保険料（税）がある場合について、徴収前

に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合に

は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対し、

遡って減免を行うことも考えられること。 
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事 務 連 絡 

令和５年２月 10 日 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）          御中 

後期高齢者医療主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療広域連合事務局 

 

厚生労働省保険局国民健康保険課 

厚生労働省保険局高齢者医療課 

 

 

国民健康保険及び後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症

に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給に係る今後の財政支援

について 

 

 医療保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

 国民健康保険及び後期高齢者医療における新型コロナウイルス感染症に感染した

被保険者等に対する傷病手当金の支給については、「新型コロナウイルス感染症に感

染した被用者に対する傷病手当金の支給等について」（令和２年３月 10 日付け厚生労

働省保険局国民健康保険課・高齢者医療課事務連絡）等に基づいて行っていただいて

いるところです。 

傷病手当金の支給に対する財政支援の適用期間については、令和２年１月１日から

令和５年３月 31 日の間に感染した新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス

感染症の感染が疑われる発熱等の症状を含む。以下同じ。）の療養のため労務に服す

ることができない期間としてきましたが、今般、令和５年４月１日から同年５月７日

の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができ

ない期間についても同様の支援の対象とすることとします。なお、当該期間における

財政支援は、令和５年度の国民健康保険の特別調整交付（補助）金又は後期高齢者医

療の特別調整交付金により措置することを予定しており、対象者や支給額等について

は、これまでお示ししたとおりとします。 

また、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応

方針について」（令和５年１月 27 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定）におい

て、令和５年５月８日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び

感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）上の新型インフ

ルエンザ等感染症に該当しないものとし、５類感染症に位置づける方針が示されたこ

とを踏まえ、同日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷

病手当金の支給については、財政支援を終了しますのでお知らせいたします。 

都道府県におかれましては、貴管内市町村（特別区を含む。）及び国民健康保険組合

への周知のほど、お願いいたします。 
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